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運転支援機能の表示に関する規約運用の考え方の見直しのポイント 

 

１．テレビ CM で運転支援機能について表示する場合の「機能には限界がある」旨 ※ の表示 
 
＜ポイント＞より明瞭に表示されるよう、文字の表示箇所やバランス、表示時間等を明確化 

  

現  行 見 直 し 案 
 

 
 

①画面全体の４分の１以上の面積を用い 

 

②１行あたり最大１５文字、２行以内で 

表示 

 

 

③表示時間は一画面あたり２秒以上 

 

 

 

 

 

 

④併せて、音を入れる又は画面上でマーク

を入れる 
  
⑤表示する際は、文字間及び行間の余白を

空けるとともに、背景の色とは対照的な

色の組み合わせとする 

 
機能を表示する映像に合わせ、 
 

①画面全体の４分の１以上の面積を用い、画面下部に 

 

②同表示面積の４分の３以上のスペースを使用し、１行

あたり最大１５文字、２行以内で バランスよく文字

を配置して表示 

 

③表示時間は、一画面あたり２秒以上 

 ただし、機能を２秒以上表示する場合で、 

ア．単独の機能について表示する場合は、その映像を

表示している間、または、４秒以上 

イ．複数の機能について表示する場合は、その映像を

表示している間、または１機能あたり２秒以上 

 

④併せて、音を入れる又は画面上でマークを入れる 
  

 

⑤表示する際は、文字間及び行間の余白を空けるととも

に、背景を無地とし、その色とは 対照的な色の 文字

で表示する 

背景を無地としない場合は、文字が明瞭に認識できる

よう、無地に近い背景に、見やすい色で表示するとと

もに、文字を大きくする、太くするなどの対応を行う 

 

※明瞭に認識できるかの判断は公取協が行う 

 

 
 
※「機能には限界がある」旨の具体的表示内容 

 

現  行 見 直 し 案 
  

＜運転支援機能について表示する場合＞ 
 

「作動には一定の条件があります。」 

 
 

＜自動運転機能について告知する場合＞ 
 

「機能には限界があります。 

 常に安全運転を心掛けて下さい。」 

  
以下のいずれかの文言を表示 
 

➀「機能には限界があります。 

  安全運転を心掛けて下さい。」 

 

②「機能には限界があります。 

  詳しくはＷｅｂ又は店頭で。」 

 ※Ｗｅｂや店頭以外の確認手段の表示も可 

 

【資料３】 



2 
 

＜テレビ CM＞現行規定に基づく 表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜テレビＣＭ＞見直し案に基づく 表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面左側に、 

「作動には一定の

条件がある」旨を

表示 

表示面積の全体で

はなく、半分程度

を使用して、「作動

には一定の条件が

ある」旨を表示 

＜ポイント＞ 

①表示箇所は画面 

の下部に統一 

②使用する面積を

明確化（使用面

積の４分の３以

上を使用） 

③バランスよく文

字を配置 

④表示する文言を

統一 

衝突被害軽減ブレーキ搭載

安全運転をサポート！

衝突被害軽減ブレーキ搭載

安全運転をサポート！

安全運転をサポート！

衝突被害軽減ブレーキ搭載
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２．新聞、チラシ、Web、ＤＭ等の広告で運転支援機能について表示する場合の「機能には限界がある」

旨 ※ の表示 
 

＜ポイント＞消費者に認識されるよう、表示箇所は近接箇所とする一方、表示内容を整理し、簡素化 
  

現  行 見 直 し 案 
  
①運転支援機能について強調表示しない場

合は、機能の表示の近接箇所に８ポイン

ト以上、強調表示した場合は、近接箇所

に１２ポイント以上の大きさで表示 

 

②自動運転機能の作動条件、作動しない条

件等の表示は、機能の表示の近接箇所に

表示した場合は８ポイント以上、離れた

場所に表示した場合は１２ポイント以上

の大きさで表示 

  
①運転支援機能について 表示する場合は、機能の表示

の近接箇所に８ポイント以上で表示 

 

 

※「機能には限界がある」旨の具体的表示内容 
  
⇒ 表示内容については最低限必要な要素を規定 

 

現  行 見 直 し 案 
  

＜運転支援機能について表示する場合＞ 
 
機能に関する説明、作動する条件及び作

動しない条件を表示 
 

※具体的な文言は各社判断 

 

＜自動運転機能について告知する場合＞ 
 
機能に関する説明、作動する条件及び 

作動しない条件、「自動運転機能は完全

自動運転ではなく、運転支援が目的で 

機能には限界があるため、安全運転に 

心掛けられたい」旨を表示 
 

※具体的な文言は各社判断 

  
運転支援機能の説明等を全て表示できない場合は、少な

くとも、以下の①から④の要素を全て含む内容を表示 
 
➀運転支援機能のため、機能には限界がある旨 

②路面や天候等の状況によっては作動しない場合が 

ある旨 

③機能を過信せず安全運転を心掛けられたい旨 

④詳しくは店頭又は Web を確認されたい旨など、 

詳しい情報の入手方法を明示する 
 

※表現内容や、さらに追加で説明を加えることは各社 

判断 

 

＜表示例＞ 

「●●●（システム名）は、ドライバーの運転支援を 

目的としているため、機能には限界があり、路面や 

天候等の状況によっては作動しない場合があります。

機能を過信せず安全運転を行って下さい。詳しくは 

店頭又は Web をご確認下さい。」 
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＜チラシ広告＞現行規定に基づく 表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜チラシ広告＞見直し案に基づく 表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の感謝祭         搭載車 大商談会 先進の安全運転支援システム 
● ● ● ● セ ー フ テ ィ 

●●●●セーフティ 
先進安全運転支援装置

で、快適なドライブを

サポート 

衝突回避をサポート 
衝突被害軽減ブレーキ 

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

 

誤発進防止をサポート 
ﾍﾟﾀﾞﾙ踏み間違い時加速抑制装置 

●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●● 

車線逸脱防止サポート
車線逸脱警報装置 

●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●● 

残価設定ローン 
実質金利３．９％ 
●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●● 

＜●●●●セーフティについて＞■衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）は、●●㎞/h 以下で前方の車両や障害物、歩行者と衝突する可

能性がある場合に作動し、自動的に停止又は減速することにより衝突回避・軽減を図ります。身長●●cm 未満の歩行者や小型の障害物

には反応しません。■ペダル踏み間違い時加速抑制装置は、前方約●m 以内に障害物等があることをカメラが検知している場合、車線

逸脱警報装置は、約●●㎞/h 以上で走行中にカメラが車線を検知している場合に作動します。■これらの装置は、天候状況（雨、雪、

霧など）、道路状況（急カーブ・車線幅が極端に広い/狭い・車線の白線（黄線）が見えにくいなど）などの条件によっては適切に作動し

ない場合があります。装置の機能を過信せず、安全運転を心掛けていただきますようお願いいたします。詳細は、Web 又は店頭でご確

認下さい。 
 
 

春の感謝祭         搭載車 大商談会 先進の安全運転支援システム 
● ● ● ● セ ー フ テ ィ 

●●●●セーフティ 
先進安全運転支援装置

で、快適なドライブを

サポート 

衝突回避をサポート 
衝突被害軽減ブレーキ 

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

 

誤発進防止をサポート 
ﾍﾟﾀﾞﾙ踏み間違い時加速抑制装置 

●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●● 

車線逸脱防止サポート
車線逸脱警報装置 

●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●● 

残価設定ローン 
実質金利３．９％ 
●●●●●●●●●●●● 
●●●●●●●●●●●● 

 

 

●●●●セーフティは、ドライバーの運転支援を目的としているため、機能には限界があり、路面や天候等の状況によっては作動

しない場合があります。機能を過信せず、安全運転を行って下さい。詳細はＷｅｂ又は店頭でご確認下さい。 

①機能に関する表示とその説明の表示を離れて表示することも可 

②作動する条件及び作動しない条件等を表示（具体的な文言は各社判断） 

（文字の大きさ（フォント数）は、広告スペースの大きさ毎に規定） 

 

＜ポイント＞ 

表示箇所を近接箇所に統一し、最低限の表示内容（※）を規定（表示内容の簡素化も可） 

※以下の４つを全て含む内容を表示 

 ◆運転支援機能のため、機能には限界がある旨 

◆路面や天候等の状況によっては作動しない場合がある旨 

◆機能を過信せず安全運転を心掛けられたい旨 

◆詳しくは店頭又は Web を確認されたい旨など、詳しい情報の入手方法を明示する 

①機能に関する表示とその説明の表示を離れて表示することも可 

②作動する条件及び作動しない条件等を表示（具体的な文言は各社判断） 

（文字の大きさ（フォント数）は、広告スペースの大きさ毎に規定） 
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３．「自動ブレーキ」、「自動運転」等の用語使用の見直し 
 

＜ポイント＞消費者・ディーラーに対するアンケート調査結果を踏まえ、機能に対する誤認（過信）を 

招かないようにする（運転支援機能であることを明確にする）ため、用語使用を見直し 
  

現  行 見 直 し 案 
  

①「自動ブレーキ」の用語使用については、

特に制限なし 

ただし、表示する場合は「サポート機能

である」旨を表示 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

②「自動運転」の用語使用については、  

特に制限なし 

ただし、自動運転機能の作動範囲等に限

定を伴う場合は、例えば「高速道路同一

車線自動運転機能」等、その内容が自動

運転機能の表示と一体として認識され

るよう表示 

 

  
➀「自動ブレーキ」との用語は、 
  
ア．テレビ・ラジオの CM、インターネット等の動画

では使用しない 

「被害軽減ブレーキ」、「衝突被害軽減ブレーキ」、

「衝突軽減ブレーキ」に言い換える 

   

イ．新聞・チラシ・Web・ＤＭ等の広告及びカタログ

（Web 含む）においては、「自動（被害軽減）ブレ

ーキ」、「自動（衝突被害軽減）ブレーキ」、「衝突被

害軽減ブレーキ」、「被害軽減ブレーキ」に変更する 
 
※「緊急ブレーキ」については、「被害軽減ブレー

キ」等に変更することを推奨 

 

②自動運転化技術レベル２までの段階では、「自動運転

（技術）」の用語は使用せず、運転支援機能・技術で

あることが明確にわかる用語に言い換える 

 

※「自動運転技術の開発に取り組んでいる」等の企業

姿勢や、「自動運転の実現に向けた技術」等、現在の

技術が（完全）自動運転でないことが明らかな場合

の使用は可 

 

 ※いつの時点の技術に対して「自動運転」との用語を

使用できるか（レベル３なのか４なのか）、につい

ては今後引き続き検討 
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＜テレビＣＭ＞見直し案に基づく 表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜チラシ広告＞見直し案に基づく 表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全運転をサポート！ 

自動（被害軽減）ブレーキ搭載！ 
  

 

 

 
 
 
 
 

････････････････････ 

●●●（システム名）は、ドライバーの運転支援を目的としているため、

機能には限界があり、路面や天候等の状況によっては作動しない場合が 

あります。機能を過信せず安全運転を行って下さい。詳しくは店頭又は

Web をご確認下さい。 

＜ポイント＞ 

テレビ・ラジオ

CM やインターネ

ット動画では、「自

動ブレーキ」の用

語の使用は禁止。 

「被害軽減ブレー

キ」等の用語を使

用（言い換え）。 

＜ポイント＞ 

活字媒体では、「自

動ブレーキ」との

用語は、「自動（被

害軽減）ブレーキ」

等の用語を使用

（言い換え）。 

安全運転をサポート！

被害軽減ブレーキ搭載！
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４．その他、運転支援機能について消費者の誤認（過信）を招かないための対応 
 
＜ポイント＞「いかなる場合も自動で停止する」、「運転操作をしなくても安全に走行できる」かのよう

な誤認（過信）を招かないようにするため、用語・映像・ナレーション使用を見直し 
  

現  行 見 直 し 案 
  
①「自動で停止」等の断定的な用語は、 

「ブレーキが作動して自動で停止する」

等の映像に合わせて表示してはならな

い 

 
 
 

 

②「自動ブレーキ」等の断定的な用語や、

「ブレーキが作動して自動で停止する」

等の映像を使用する場合は、「安全運転

をサポートする機能である」旨を表示 

 

 

 

③「緊急時にブレーキが作動して自動で停

止する」映像等、「作動には一定の条件が

ある」旨を表示しても、いかなる場合も

その機能が自動で作動するかのような

誤解を消費者に与えるおそれのある映

像表現を用いてはならない 

 

 

 

④ドライバーが道路・交通状況の監視や 

緊急時における運転操作をしなくても、

自動運転システムにより安全に走行で

きるかのように誤認させるおそれのあ

る映像表現を用いてはならない 

 

  
①「自動で停止」、「停止」、「止まる」、「ぶつからない」

等の断定的な用語 やドライバーがブレーキ操作等を

しなくても、いかなる場合も機能が作動するかのよう

に誤認される用語を使用してはならない 
  

※「ぶつからないクルマを目指して」等、企業姿勢を

表現することは可 

 

②「カメラが前方の車両を検知して自動でブレーキが作

動」等の用語や、「ブレーキが作動して自動で停止す

る」等の映像を使用する場合は、映像に合わせて、文

字又はナレーションにより 「安全運転をサポートす

る機能である」旨、または「運転支援機能である」旨

を表示 

 

③「緊急時にブレーキが作動して自動で停止する」映像

や 「緊急時に自動でブレーキが作動して安全に停止

します。」とのナレーション等について 、「機能には

限界がある 」旨を表示しても、いかなる場合もその機

能が自動で作動するかのような誤解を消費者に与え

るおそれのある映像表現 及びナレーション を用いて

はならない 

 

 

④ドライバーが道路・交通状況の監視や緊急時における

運転操作をしなくても、システムにより安全に走行で

きるかのように誤認させるおそれのある映像表現 

及びナレーションを 用いてはならない 

 

 


